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令和４年第８回上里町教育委員会定例会 議事日程 

 

日 時 令和４年８月２４日（水）午前 9時 30分 

場 所 上里町役場 ３階 教育委員会室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 議 事 

（１）議案第２８号 令和４年度上里町教育予算（９月補正）について 

（２）議案第２９号 令和４年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について 

（３）議案第３０号 学校医の委嘱について 

（４）議案第３１号 上里町立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応実施 

          要綱の一部を改正する要綱について 

（５）そ の 他 

 

４ 教育長報告 

 

５ その他の事項 

 

次回の教育委員会日程について    日 時 令和４年 ９月  日（ ） 時 分 

                       場 所   

 

６ 閉 会 

 

  【 休 憩 】 

 

〇 教育委員会報告・連絡会議 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

令和４年第８回上里町教育委員会会議録  

 招集月日 

会議日程 

招集者及び宣告者 

令和４年８月２４日（水） 

） 開 会   午前９時３０分 

時００分 

 

 教育長 埴岡 正人 議 長 

閉 会 

教育長 埴岡 正人 

招集場所  上里町役場 ３階 教育委員会室 

  午前９時５７分 

冶 じ時２６分 

時時５５分 
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望月 誠 

       

秀夫 

吉村 香織 

 

委

員

出

席

状

況 

＜挨拶・開会宣言＞ 

  

 

前回会議録の確認をお願いします。ご質疑等ございましたらご発言願

います。 

 

＜特になし＞ 

 

特にないようですので、前回の会議録につきましては、ご承認いただ

けたものといたします。事務局は手続きをお願いします。今回の会議録

署名委員は、岸本委員にお願いいたします。 

 

それでは、本日の議事に入りたいと思いますが、本日の議事は、議案

が４件でございます。なお、議案第２８号は、９月定例議会に上程予定

案件、また議案第２９号は、個人情報が含まれる内容でありますので、

この２件につきましては、会議の内容を非公開としたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

＜了解＞ 

 

議案第２８号、議案２９号につきましては、会議の内容を非公開とさ

せていただきます。 

それでは、議案第２８号「令和４年度上里町教育予算（９月補正）に

ついて」を議題といたします。事務局、説明をお願いします。 

１．開会 

        教育長 

 

２．前回会議録の承認 

教育長 

 

委員 
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小久保 幹則 
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生涯学習課長 
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議案第２８号「令和４年度上里町教育予算（９月補正）について」

ご説明申し上げます。 

提案理由でございますが、令和４年第５回上里町議会定例会へ教育

予算（９月補正）を提出したいため、本案を提出するものであります。 

概要及び内容について、ご説明申し上げます。始めに、概要でござ

いますが、令和４年度上里町教育予算（９月補正）を策定したので、

上里町教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第１項第８号の

規定に基づき、教育委員会の意見を求めるものであります。 

 ＜内容説明は非公開＞ 

以上が令和４年度上里町教育予算（９月補正）についての提案及び

内容説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご議決賜りますよう

お願い申し上げます。 

続きまして、担当よりお手元の「令和４年度上里町教育予算（９月

補正）に関する説明書」で説明をさせていただきます。 

＜担当による詳細説明・質疑応答は非公開＞ 

  

議案第２８号につきましては、事務局の提案のとおり決することで

よろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

ありがとうございます。議案第２８号は提案のとおり決定されまし

た。 

続きまして、議案第２９号「令和４年度要保護及び準要保護児童・

生徒の認定について」を議題といたします。 

事務局、説明をお願いします。 

 

議案第２９号「令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定につ

いて」ご説明申し上げます。 

提案理由でございますが、要保護及び準要保護児童生徒を認定し、

学校運営の円滑化を図るため、本案を提出するものであります。 

概要及び内容についてご説明申し上げます。 

はじめに概要でございますが、令和４年７月１９日から８月１５日

までに申請のありました、新規の申請者について、上里町要保護及び

準要保護児童生徒就学援助実施要綱第５条に基づき認定を行いたいも

のであります。 
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続きまして、認定内容でございます。認定区分が準要保護の新規２

件４名であります。 

なお、本案の認定開始は、令和４年８月１日からとなります。 

以上で令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定についての提

案及び内容説明とさせていただきます。慎重審議の上、ご議決賜りま

すようお願い申し上げます。 

＜申請者の詳細説明内容・質疑応答の内容は非公開＞ 

 

議案第２９号につきましては、事務局提案のとおり決することでよ

ろしいでしょうか。 

  

＜異議なし＞ 

 

ありがとうございます。議案第２９号は、提案のとおり決定されま

した。 

続きまして、議案第３０号「学校医の依嘱について」を議題といた

します。事務局、説明をお願いします。 

 

ご提案申し上げました、議案第３０号「学校医の委嘱について」の

提案説明を申し上げます。 

提案理由でございますが、上里町立七本木小学校学校医の大林晴美

氏が逝去されたことに伴い、一般社団法人本庄市児玉郡医師会より新

たに推薦があったため、委嘱を行いたいたく、本案を提出するもので

ございます。 

概要でございますが、学校保健安全法第２３条第１項及び第２項に

おいて、学校には学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を配置すること

と規定されていることから、現任者の逝去により新たな学校医の委嘱

が必要となったため、議決を求めるものでございます。 

次に内容でございます。委嘱者でありますが、氏名は大林隆晴氏で 

大林医院の院長でございます。生年月日は昭和４２年２月１４日で 

５５歳。住所は記載のとおりです。勤務校は上里町立七本木小学校、

委嘱年月日は令和４年９月１日でございます。 

以上で、学校医の委嘱についての提案及び内容説明とさせていただ

きます。慎重審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

ただいまの説明につきまして、何かご質問、ご意見ございますか。 
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＜特になし＞ 

 

議案第３０号の件につきましては、事務局提案のとおり決すること

でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

ありがとうございます。議案第３０号は、提案のとおり決定されま

した。 

続きまして、議案第３１号「上里町立学校職員の人事評価及び評価 

区分に関する苦情対応実施要綱の一部を改正する要綱について」を議

題といたします。事務局、説明をお願いします。 

 

議案第３１号「上里町立学校職員の人事評価及び評価区分に関する

苦情対応実施要綱の一部を改正する要綱について」ご説明申し上げま

す。 

提案理由でございますが、上里町立学校職員の人事評価及び評価区

分に関する苦情対応について円滑化を図るため、本案を提出するもの

であります。 

概要でございますが、本要綱は埼玉県市町村立学校職員の人事評価

に関する規則の規定に基づいているものですが、今回県の規則が改正

されたため本要綱を改正するものであります。 

内容でございます。３ページ新旧対照表をご覧ください。 

右側が改正前、左側が改正後となっています。 

題名を、上里町立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対

応実施要綱に改めます。 

第１条中「第１３条」を「第１５条、埼玉県市町村立学校職員の人

事評価実施要領（以下「実施要領」という。）１４及び埼玉県市町村立

学校会計年度任用職員の人事評価実施要領（以下「会計年度要領」と

いう。）１５並びに人事評価結果の昇給及び勤勉手当への活用に関する

取扱要領（以下「取扱要領」という。）１０」に、次に「上里町立学校

職員が上里町教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に申し出る

苦情の処理」を「上里町立学校職員の上里町教育委員会教育長（以下

「教育長」という。）への苦情の申出及び相談についての対応」に改め

ます。続いて、第２条第１号ア及びイを次のように改めます。ア規則

第１３条に規定する最終評価結果に対する苦情、イ取扱要領７に規定

１号に次のように加えま 
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する評価区分の結果に対する苦情。第２条第１号に次のように加えま

す。ウ会計年度要領１２に規定する評価結果に対する苦情。第２条第

２号中「人事評価制度の運用に対する苦情」を削ります。第３条第４

項中「教育指導課長」を「教育指導課長、副委員長は教育総務課長」

に改め、同条第５項中「教育総務課」を「教育総務課及び教育指導課」

に改めます。第５条第３項中「第２条第１号アについては、」を「第２

条第１号の」に、「及び苦情の対象となった校長その他の関係者から事

情を聴取し、同号イについては、申出者から事情を聴取し、事実の確

認を行うとともに、審査会への報告その他の審査会からの指示事項を

処理する。」を「の苦情の申出について次の事項を処理する。」に改め、

同項に次の各号を加えます。(１)第２条第１号ア、ウの苦情の申出者

及び苦情の対象となった校長その他の関係者から事情を聴取し、事実

の確認を行うとともに、審査会への報告その他審査会からの指示事項

を処理する。(２)第２条第１号イの苦情の申出者から事情を聴取し、

事実の確認を行うとともに、審査会への報告その他審査会からの指示

事項を処理する。第６条第１項中「上里町立学校職員の人事評価実施

要領１０」を「実施要領１０(１)、会計年度要領１２(１)及び取扱要

領７」に改め、同条第２項中「第２条第１号ア」を「第２条第１号ア、

ウ」に改め、「結果」の次に「又は評価結果」を加えます。第７条第３

項中「審査の審査事項は、」を「審査会の審査事項は、」に改めます。 

第８条第１項中「第２条第１号ア」を「第２条第１号ア、ウ」に改め、

同条第３項中「審査会」を「前２項の審査会」に改めます。第１１条

中「第２条第１号アについては第１号様式により申出者に、第２号様

式により校長に、それぞれ通知するものとする。」を削り、「同号イに

ついては、第３号様式により申出者に、第４号様式により校長に、」を

「第１号様式から第４号様式により、」に改めます。第１２条の見出し

を「（結果への対応）」に改め、同条中「第２条第１号ア」を「第２条

第１号ア、ウ」に改め、同条に次の１項を加えます。２教育長は第２

条第１号イについて評価区分について修正を要するものと決定した場

合、速やかに修正後の評価区分を申出者に通知するものとする。第１

４条第１項中「苦情相談を受け付け、」を「第２条第２号の苦情相談に」

に改め、同条第３項中「第２条第２号について」を「第２条第２号の」

に改めます。第１５条の見出しを「（苦情の相談）」に改め、同条中「相

談者は、」の次に「実施要領１０(２)及び会計年度要領１２(２)の規程

に基づいて、別に定める苦情の相談の期間に」を加えます。附則では、

公布の日から施行するものであります。 
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 以上で、上里町立学校職員の人事評価に関する苦情処理実施要綱の

一部を改正する要綱についての提案及び内容説明とさせていただきま

す。慎重審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 

 

ただいまの説明につきまして、何かご質問、ご意見ございますか。 

 

＜特になし＞ 

 

議案第３１号の件につきましては、事務局提案のとおり決すること

でよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

ありがとうございます。議案第３１号は、提案のとおり決定されま

した。続きまして、「その他」ですが、委員の皆様から何かご提案等ご

ざいますか。 

 

＜特になし＞ 

 

特に無いようですので、教育長報告に移らせていただきます。３点

報告させていただきます。 

まず１点目ですが、７月３１日（日）夕方、イオン上里において｢か

みさと夕涼み会｣が行われ、私も出席してまいりました。３年ぶりの開

催となりましたが、昨年町の無形文化財に指定された｢乾武神流川太

鼓｣の演奏や町内のＳＡＬＡ３団体の踊りの発表等が披露されました。 

２点目です。８月９日（火）「第３９回明るい町づくりの意見発表会」

が、本庁舎４階の大会議室において開催されました。各小学校から６

年生代表２名、計１０名の発表がありました。今年のテーマは、「住み

よい町づくりのために私と地域でできること」でした。 「ゴミの少な

いきれいな町」、「交流の盛んな活気ある町」等の意見が述べられまし

た。子供達は元気よく立派に発表できたと思います。 

３点目です。町内の小中学校は、来週２９日、月曜日から２学期が

始まります。コロナ第７波が収まらない状況下ですが、感染対策を行

いながら教育活動を行ってまいります。２学期の行事予定の変更につ

きましては、今のところ学校からの報告はありません。ただし、体育

祭、運動会については、来賓無しでの実施を予定しております。 
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 以上、教育長報告とさせていただきます。 

 

 続きまして、その他の事項としまして、委員の皆様から何かござい

ますでしょうか。 

 

＜特になし＞ 

 

ないようですので、最後に次回の定例教育委員会の日程をお諮りい

たします。９月２７日（火）午前９時３０分時からお願いしたいと思

いますが、委員の皆様のご都合はいかがでしょうか。 

 

＜了解＞   

 

次回の定例委員会は、９月２７日（火）午前９時３０分から、３階

の教育委員会室で行います。 

 

本日の議事につきましては、すべて終了いたしました。 

以上で、８月の定例教育委員会を閉会とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名人（教育長） 

 

会議録署名人（委員） 

 

会議録調製者（教育総務課長） 望月 誠 


